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（経営力の強化を目的とする取組用）継続

都道府県 沖縄県 報告年度 令和元年度

事業 目標値 当該年 Ａに対
実施 市町村名 地区名 整備事業の取組内容 成果目標 度の目 する達 点検結果及び講じようとする措置又は点検
年度 計画時 目標年 標（Ａ） 成 率 評価及び講じようとする指導

(H20) (H25) （％）

・高生産性農業用機械施設 認定農業者の育成 4 15 15 63.6 目標は未達成である。
（果樹温室：3,024㎡） （人） 平成３０年度は、新規１件に対し認定切れ

H21 東村 東 ・高生産性農業用機械施設 が３件となったため、減少となった。
～ （果樹温室：4,032㎡） 引き続き村は農家へ周知を図り、認定申請
H23 ・経営構造施設等整備付帯 を促す必要がある。

事業

・産地形成促進施設 認定農業者の育成 10 29 29 26.3 目標は未達成である。
（農産物直売所998.9㎡） （人） 再認定が進まず、目標達成に至っていない。

・農畜産物集出荷貯蔵施設 村は早急に認定予定の法人へ説明を行い、
H21 読谷村 読谷 （青果花集出荷場・選果 申請へ向けた取り組みを行う必要がある。
～ 機2,489.4㎡）
H23 ・経営構造施設等整備附帯 担い手への農地の利 3.1 16.9 16.9 0.1 目標は未達成である。

事業 用集積（利用集積率） 村と同農業委員会は、早急に地主への利用
説明と利用権設定の周知を図る必要がある。

・高生産性農業用機械施設 担い手への農地の利 7.3 8.6 8.6 90 目標は未達成である。
H21 （果樹温室：4,650㎡） 用集積（利用集積率） 市と同農業委員会は、早急に地主への利用
～ 宮古島市 城 辺 福 ・高生産性農業用機械施設 説明と利用権設定の周知を図る必要がある。
H23 里 （果樹温室：7,110㎡）

・経営構造施設等整備附帯
事業

第三者機関によって審議した内容及び意見 第三者機関の意見を踏まえて都道府県が事業実施主体に対して指導した内容

特になし 特になし


